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就労継続支援Ｂ型工賃支援事業を実施します 

 

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響による生産活動の縮小に伴い、工賃が減少し

た就労継続支援Ｂ型の利用者に対し、支援金を支給します。 

 本事業は、令和２年度６月補正予算の成立をもって実施するものです。 

 

１ 対象者 

  工賃が減少した就労継続支援Ｂ型の利用者 

 

２ 支給額 

  月額１万円を上限に工賃減少額の８割を支給 

 

３ 実施期間 

  令和２年４月利用分から９月利用分まで（６か月分） 

 

記者発表資料 

令和２年６月２４日（水） 

問い合わせ先：障害支援課 

課長：西渕 

担当：春山、根岸 

電話：048-829-1305 

内線：3059 

議題１【取組⑧】 


